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人力資源・社会保障部はここ最近、

企業のリストラに関する新たな規定

の制定を進めており、現在は21条前

後の意見募集稿（以下「草案」とい

う）を作成している段階です。ここ

では草案の主要内容を分析し、政府

の態度変化を指摘します。

リストラ条件を拡大

草案では、既存の法令により確認

される、リストラできる4つの状況

（労働契約法41条）を認めた上で、企

業がリストラできる新たな条件とし

て、①生産経営に重大な困難が生じ、

地元政府が規定する困難企業の基準

に達した場合②企業が生産変更、合

併・再編、または重大な技術革新、経

営方法の調整などにより職位が無く

なり、労働者と労働契約の変更を協

議した後に関わらずリストラする必

要があった場合③企業の経営場所の

変更、資産譲渡、税率の調整、国の

マクロ経済政策の調整、国際貿易摩

擦および経済情勢の変化などにより、

生産経営に比較的大きな影響をもた

らした場合④汚染整理、環境保護評

価などにより、生産停止または一部

停止を命じられた場合⑤不可抗力に

より、労働契約の履行不能を引き起

こした場合――を挙げています。

企業にとってはリストラできる条

件が増え、有利になると考えられま

すが、この中で不明確な点も少なく

ありません。例えば地元政府が規定
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する困難企業の基準について明確に

なっておらず、また国のマクロ経済政

策の調整、国際貿易摩擦および経済情

勢の変化の範囲についても、どう認定

し、誰が認定するのか明確ではありま

せん。

リストラ実施前の要求

草案ではまた、従業員を解雇する前

に、企業は新規雇用を停止したり、労

働組合または従業員代表と協議一致し

た後、研修を実施して職位を留保し、

労働報酬を下げ、また勤務時間を減ら

すことなどの措置を行い、企業に対し

できるだけ解雇しないことを求めてい

ます。

これは既存の法令にはない内容であ

り、企業によるリストラを難しくした

内容となっています。企業はリストラ

を実施する前に、まず新規の人員募集

を停止しなければなりません。これ

は、ある部門の人員を削減し、他部門

の人員を拡充したい企業にとっては不

利な条件になります。またリストラす

る前に労働組合と協議し、減給などの

措置を先行して実施する必要がありま

す。ただ草案では、「協議一致」との言

葉が入っているため、企業が減給した

くない場合は強行してリストラできる

とも理解できます。

労働組合の役割

労働契約法41条によると、企業がリ

ストラを実施する際、労働組合の意見

を聴取するだけで、必ずしもリストラ

案に反映しなければならないとは定め

られていません。

一方草案18条では、企業が労働組合

の合理的な意見を聴取し、かつ速やか

にリストラ案を修正しなければならな

いと定めています。これにより企業は

労働組合の合理的な意見を無視するこ

とができなくなります。

草案をみる限り、政府はリストラを

容易にさせる一方、労働組合の役割を

強めたい考えがあることが分かりま

す。草案は現在、関係者の意見を聞く

段階にあり、いつ公布されるかは明確

になっていません。リストラを進めて

いる企業は草案の動向を慎重に見守る

必要があると思われます。


